
経営品目は、施設（ハウス）栽培の「野菜」ですか

品目は「きゅうり､トマト(ミニトマト含む)､なす､ピーマン､いちご､にがうり､
ねぎ､さといもかんしょ､ごぼう､しょうが､ほうれんそう､にら､ズッキーニ、
アールスメロン､オクラ､キャベツ､しろねぎ､かぼちゃ」 ですか

青色申告（複式簿記もしくは簡易帳簿）を行っていますか

Ｂ：野菜価格安定制度

青色申告をしましょう

【野菜経営者用】

はい
いいえ

Ａ：園芸施設共済

はい いいえ

いいえ

Ｄ：農業経営収入保険

はい

品目は「ばれいしょ、スイートコーン」ですか

Ｃ：畑作物共済
いいえ

はい

さらに使える制度があります

さらに使える制度が
あります

他にも使える制度が
あります

燃油を利用した施設園芸栽培ですか

Ｅ：施設園芸セーフティネット構築事業 が利用できます

はい

【農業近代化資金】 設備投資などに利用できる中期低利資金
【災害資金】被災時の経営再建に要する営農経費
【経済変動・伝染病等対策資金】経済変動や伝染病等の経営維持安定に要する営農経費
【農林漁業セーフティネット資金】自然災害等の一時的な影響に対応する長期低利資金
【農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）】経営改善を応援する資金

制度資金（農業金融）

※【Ｂ：野菜価格安定制度】と【Ｄ：農業経営収入保険】の両方に当てはまった方
令和３年から同時利用を実施している方、令和4年以降の収入保険新規加入者
については、同時利用が可能です。

※【Ｂ】は作付面積等の要件があります。
※【Ｃ】と【Ｄ】の同時利用はできません。


